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精神科訪問支援場面における「媒介された対話」の構造 
――地域生活支援のエスノメソドロジー―― 

 
浦野 茂 

 
1．地域精神医療の概念 

 
今日の日本の精神科医療は依然として病院精神医療をその制度的基盤としている。よく

引かれるように 2011 年における日本の精神科病床数は人口 10 万人に対して 269 床であり、

これは経済協力開発機構（OECD）加盟国の平均数の約 4 倍である。また精神科の入院患者

の平均在院日数は 268 日と、OECD 加盟国の平均日数の 8 倍を超えている。多くの患者た

ちがその治療を比較的長期にわたる入院生活のなかで受けざるをえないでいるのが、日本

の現状である(OECD 2015: 171)。産業化された国々の大半は、その精神科医療を重い障害を

もつ人たちへの医療をも含めて地域精神医療を中心とするものへと切り替えてきた。その

一方、依然として入院治療に大きく依存している日本では、既存の法制度を変革する必要性

が広く認識されてはいるものの、その実現のためには多くの課題が残されている。 

しかし法制度のレベルから具体的実践のレベルへと目を移すと、精神障害者の地域生活

をアウトリーチによって支える地域精神医療の取り組みがすでに数多く進められている。

地域精神医療とは、病院精神医療と対照をなす医療観のことをいう。伊藤(2013)によると、

病院精神医療においては入院がおもな療養の場であり、地域社会は症状の安定した後にお

ける維持的治療の場と位置づけられている1。これとは対照的に、地域精神医療においては

地域社会こそが治療と支援のおもな場であり（重い障害をもつ人たちへの治療と支援も同

様である）、入院はあくまで一時的な緊急避難の場と位置づけられている。 

病院精神医療は、精神障害をもつ当人の同意にもとづく入院の仕組みを長く欠いていた

日本の法制度のもとで（たとえば任意入院の仕組みが設けられたのは 1987 年成立の精神保

健法においてである）、強制的な長期入院をもたらしてきた。地域精神医療はその経緯にお

いて、生活のすべてを病院内の医療のもとへと包摂するこうした入院精神医療への反省に

もとづき、それに代わるものとして進められてきた。したがって地域精神医療における生活

と医療との関係は病院精神医療とは正反対の形をとる。すなわち医療は、精神障害をもつ人

がその意思にもとづいて地域社会において生活を送るための多様な支援のうちのひとつへ

と位置づけ直されている。 

この地域精神医療の基本的な考え方については、次の 3つの概念によって捉えられる。第

一はリカバリーの概念である。これは精神障害をもつ人たちが普通の市民としての生活を

回復することを意味している。つまり、精神障害の症状から回復することではなく、障害の

もたらす影響のなかで、またそれにもかかわらず自身の意思にもとづいて送る生活を回復

 
1 この節における地域精神医療についての整理は、伊藤(2013)にもとづく。 
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することである(Deegan 1988)。このリカバリーのために必要になるのが、地域における生

活の多様な側面における多様なニーズに対する包括的ケアである。これが第二の概念であ

る2。もちろん医療はこの支援の一部分をなしている。なお、これらの支援は人々のニーズ

が生じる現場である生活の場においてなされる必要がある。さらには障害のために地域社

会から孤立を余儀なくさせられる可能性もある。したがって支援は障害をもつ人たちの生

活の場に赴いてなされる必要がある。これを言い表すのが、第三のアウトリーチの概念であ

る。 

精神障害をもつ人たちの意思にもとづき、その生活における多種多様なニーズに対し、そ

のニーズの生じている現場へと赴いて支援を行う。地域精神医療の基本的な考え方をひと

まずこのように捉えておくことができる。 

 
2．病識および病識欠如の問題 

 
自己決定の原則にもとづく医療において、その対象となる人たちのもつ意思は治療と支

援にとって欠くことのできない本質的な条件である。このことは地域精神医療においても

変わることはない。しかし精神科医療においては、精神障害の症状の及ぼす影響のため、そ

の対象となる人たちの意思にもとづいて治療・支援を行うことじたいが難題であり続けて

きた。このことは、対象者たちの市民生活の回復を目的としてその治療と支援が位置づけら

れている地域精神医療にとって、とりわけ当てはまる（Szmukler 2021）。また、強制的な外

来治療制度のない日本では、対象者の意思によらない精神科医療の関与とはすなわち強制

的入院を意味することになる。したがって病院精神医療に代わるものとしてみずからを位

置づける地域精神医療にとり、対象者のもつ意思はその根幹をなすきわめて重要な意義を

もっていると考えられる。 

以下では、地域精神医療がこうした対象者のもつ意思や自己理解をめぐる難題に対して

どのようにアプローチしているのか、その方法をいくつかの事例を検討しながら明らかに

したい。しかしその前にまず、精神障害をもつ人の治療や支援への意思をめぐる困難を精神

科医療がどう捉えてきたのかを見るために、病識および病識欠如の概念とそれへの批判に

ついて触れておきたい。これによって事例検討における焦点を明確にできると考えるから

だ。 

病識（insight）とは、精神障害をもつ人（おもに妄想を症状のひとつとする統合失調症を

もつ人）の自己認識の能力を評価するための医学的概念である。その後の学問的展開のため

の基礎となった A.ルイスの定義によると3、病識とは「自身に生じた病的変化に対する正し

 
2 閉鎖病棟のような単一の権威のもとに生活の全局面が統制されている全制的施設と異なり、地域社会に

おける生活は相互に関係を欠く多種多様な社会関係と権威から構成されている。包括的ケアとは、この

ような環境のもつ多種多様性に対応して必要となる多種多様な支援を包括的に行うことを意味している。 
3 このような捉え方は、病識概念の歴史を辿ったG.E.ベリオスと I.S.マルコヴァによる(Berrios and Marková 

2004)。ちなみにこの 2 人によると、この概念のひとつの由来は 19 世紀半ばのフランスにあるという。

当時の触法者の責任をめぐる司法的論議に精神医学が接近するなかで、「部分的狂気（モノマニー）」の



『現象学と社会科学』第 4 号  
日本現象学・社会科学会編 2021 年 8 月（43-62） 

 
 

45 

い態度」のことであるという（Lewis 1934: 340）。したがって病識をもつとは、障害者当人

が医療者による見立てと一致して自身を病的状態にあると認め、治療的支援をみずから求

める態度を示すことと言い換えられる。反対に病識欠如とは、障害者当人がその精神症状の

ために自身が病的状態にあるとの正しい認識をもちえず、そのために当人と医療者との間

に不一致が生じている状態のことである。 

以上からもわかるように、病識の概念は医療者が障害者との間に治療的支援関係を形成

し、継続していくにあたって重要な役割を担っている。病識があることはその人をして病者

役割の取得を可能にする。したがって医療者との間に継続的な治療的支援関係を形成する

ことを容易にする。そして医療者の視点からすると、これを治療におけるコンプライアンス

を期待できる状態であると見ることができる。反対に病識欠如においては、当人は自身のこ

とを治療的支援の必要な病的状態にあるとは認めていない。しかしそれにもかかわらず治

療的支援を要すると医療者が判断するならば、当人の意思によらない強制に訴える以外の

手段はない。さらに、病識欠如のもとでは当人のもつ意思や認識の具体的なあり様は障害の

症状として捉えられているため、当人の意思によらない強制的な治療的支援には本人保護

という理由によって正当性が認められることになる。このように病識欠如の概念は強制的

な治療的支援の導入を正当化する役割を担っている。 

しかし当然のことながら、強制的な治療的支援には大きな問題が含まれている（熊倉 

1987）。そして病識および病識欠如の概念に対しては、この強制的手段を正当化するもので

ある点で多くの批判がなされてきた。たとえば精神障害をもつ当事者は次のような批判を

展開してきた。病識欠如とは障害のために適切な自己理解の能力が失われている状態とさ

れる。このために障害をもつ人による自己理解と意思表示、主張はたんに否定されるだけで

なく、症状として捉えられることにより理解と信用に値するものとしてのそもそもの地位

が否定される。さらに当人がこれに反論や抵抗を示したとしても、これらは病識欠如との判

断のもとでさらなる症状として捉えられることになる。このように病識欠如の概念は、精神

障害をもつ人を悪循環の過程に閉じ込め、社会関係から実質的に除外するように働いてい

る4（Chamberlin 1977=1996, 吉田 1980, Deegan 2001=2012）。 

 

3. 病識欠如の背景 

 
当事者によるこのような批判は、煎じ詰めると病識概念の前提をなす個人主義的能力観

に向けられている。自己理解の能力をあたかも個人の内的現象として捉え、したがってそこ

で帰属されることになる状況の詳細とその問題とを素通りさせてしまう、そういったこの

 
ように精神機能の一部（たとえば感情や意思の障害）に限定された障害を考える可能性が現れた。これ

が自身の精神障害についての自己認識を意味する病識概念の由来のひとつであるという。 
4 ちなみに、こうした病識をめぐる問題を、社会における知識生産や伝達、分布をめぐる倫理的および道

徳的問題を論じる「認識的不正義」の問題領域において受け止めた論考としては、Scrutton (2017)や Guidry-
Grimes (2019)がある。 
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概念の立脚点が批判されているのである。そしてこのような批判は実際に適切であるよう

に思われる。なぜなら、第一に、このような能力（病識）や能力欠如（病識欠如）とは、―

―先に引いたルイスの定義に「自身に生じた病的変化に対する正しい態度
．．．．．

」とあることにも

明らかなように5――具体的な社会的状況のなかでしかるべき基準を用いて判断されて成り

立つ事態だからである（Kirmayer et al. 2004)。そして第二に、そうであるにもかかわらずこ

のような内的な捉え方を採用してしまうと、この事態が成立するさいの状況とその問題と

が素通りされてしまうからである。おそらくこの状況のなかには、地域精神医療の実践者た

ちがそれに向き合い対応しなければならず、したがってまたその実践を適切に理解するた

めに本質的でもある、そういった課題や困難を見ることができるはずである。 

それではこの状況とはどのようなものだろうか。そこで次に E. ゴフマンの議論をわずか

ながら振り返っておきたい。精神障害についてそれを取り囲んでいる社会的状況とのかか

わりのなかで捉え直していった彼の議論は、病識をめぐる問題を考えるうえでも重要な視

点を与えてくれる。それを踏まえることにより、この問題にはただの個々人の問題（障害者

個人の内的状態や、周囲の個々がもつ偏見）へと還元しえない複雑さが含まれていること

に、留意できると思う。 

ゴフマンによる議論のねらいのひとつは、精神障害に関わる一連の概念をそれらが用い

られている具体的社会的状況のなかに差し戻して記述し直すことにある。公共の場面や精

神科病院の閉鎖病棟、脱施設化状況における家庭といった様々な社会的状況に注目し、精神

障害がそれぞれどのような仕方で観察できる形で現れ出てくるのかを彼は記述している。

そうした作業を通じて彼は、精神障害をめぐる社会成員のもつ理解を理解しようとしてい

た6（Goffman 1961=1984, 1963=1980, 1971）。 

狂気を精神障害という医療の対象として扱う精神科医療の場合、そのような理解は医学

モデルを用いることによって成し遂げられている（Goffman 1961=1984: chap. 4）。医学モデ

ルとは、患者の身体に局在する疾患をその身体の所有者である患者の同意の下に専門的医

療者が治療するという、専門的修繕サービスに似た形式をそなえる生物学的医療の枠組で

ある。しかしその一方、精神障害とは、状況に適合しておらず、さらにはその適合していな

いことじたいにその人が志向を示しえないような逸脱として現れる(Goffman 1963=1980, 

1971)。こうした逸脱のあり方はそれが現れる具体的状況のあり方を本質的に不可欠な背景

としている。したがってそのままでは問題を身体内部へと還元する医学モデルを適用する

ことはできない。そのために医療者たちは、様々な働きかけ（それを彼は「翻訳過程 translation 

process」と呼ぶ）を通じ、問題が何らかの形でその人に内在している（あるいは元から内在

していた）との理解を作りあげることになる（Goffman 1961: 327=1984: 378）。 

こうしたモデルの適用は、逸脱から精神障害を、言い換えると道徳的対象を元にそれを脱

 
5 強調は引用者による。 
6 言い換えると彼の議論は、精神障害についての社会成員の概念をそれが適用される様々な具体的状況の

中で記述しているのであって、精神障害をみずから定義しその原因を示そうとしたわけではない（Lynch 
2001）。 
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道徳化して医療的対象を作りあげることである。しかしその一方、このモデルによってはカ

バーしきれない要素が残る（天田 2015）。その最大のものは、精神障害をもつとされる当人

の同意にかかわる要素である。精神障害がまずは道徳的な逸脱として見出されるというこ

とは、当人と密接な間柄にある人たち（家族成員やコミュニティの成員）もまたこの当人へ

の治療にとっての深い関与者になることを意味している。したがって医療者たちは治療に

おいてこの人たちの意向に対応せざるをえず、そうでなくともそれを気にかけざるをえな

い状況に置かれる。当人の目からするとこの状態は医療者と第三者との結託と映るだろう

し、そのような状況において当人がみずから治療を希望して患者の地位につくと期待する

ことは難しいだろう（Goffman 1971: 338f.）。 

しかしこのような要素があるにもかかわらず、医学モデルを適用しようとするとどうな

るだろうか。たしかに逸脱は脱道徳化され、医療的対象へと作り替えられる。制裁ではなく

て治療が与えられることになる。これによって精神障害を治療するという枠組を維持する

ことができるだろう。しかしその一方で上のような事情があるために当人がこの治療の依

頼者であり続けることは難しくなるだろう。依頼者の地位は家族成員やコミュニティの関

係者へと移譲され、代わって当人には治療対象の地位があてがわれる（Goffman 1961: 

300f.=1984: 345f.）。 

ゴフマンが見るように、ここには皮肉がある。精神科医療は医学モデルを適用することに

より、みずからの振る舞いを道徳的制裁ではなくて治療へと移行させることができる。けれ

どもこのような脱道徳化には、治療を受ける人をもっぱら治療対象にしてしまうことによ

り、治療に参加する主体でありえなくさせてしまうおそれが伴っている。医学モデルを用い

た脱道徳化がかえって治療を受ける人のもつ自己認識能力を無化してしまうこと、このよ

うな状況が精神科医療において存在していることをゴフマンの議論は示唆している。 

 
4．ACT（包括型地域生活支援プログラム）の概要 

 
以上の 2 つの節において、精神障害をもつ人の治療への意思をめぐる問題について確認

してきた。精神科医療においてそれはおもに病識および病識欠如をめぐる問題として捉え

られてきた。そしてゴフマンの議論によりながら、この問題が障害をもつ当人や治療者など

の個々人の側に還元してしまうことのできない事情に由来しているという示唆を得た。具

体的状況を背景にして現れる逸脱に対し、道徳的制裁を加えるのではなく医学モデルにも

とづいて脱道徳化し治療していくアプローチこそが、かえってこの問題をもたらせている

ということである。 

以下では、具体的な事例によりながら、精神障害をもつ人の意思や自己理解をめぐるこの

ような問題に対して地域精神医療がどのような方法によって対応しようとしているのか、

明らかにしていきたい。取りあげる事例は、日本における地域精神医療の取り組みにおける

ひとつの中心となっている ACT（Assertive Community Treatment: 包括型地域生活支援プロ
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グラム）によるアウトリーチによる支援場面である。そのなかでもここで検討したいのは、

支援者が訪問先において利用者7とともにその同居者を参加者としてミーティングをもつ場

面である。 
まず本節と次節において、ACT の概要と訪問によるミーティングに同居者をも加えるこ

との意義とについてそれぞれ簡単に述べ、そのうえでこのように同居者を加えることが支

援者たちにどのような支援上の課題をもたらせるのか述べる。そのうえで続く節において、

この課題に対して支援者たちがいかなる方法で対応しているのか、記述する。この作業を通

し、精神障害をもつ人の自己認識をめぐる課題に対して地域精神医療がその実践において

具体的にどのように対応しているのか、その一端を明らかにしたい。 
ACT とは、重度の精神障害をもつ人たちを入院治療によらず、地域社会において支援す

るための体系的プログラムである。その発祥は 1970 年代のウィスコンシン州マディソンに

あり、1960 年代のアメリカ合衆国における精神障害者の脱施設化によってもたらされた「回

転ドア現象」（不十分な地域生活支援のため、精神障害をもつ人たちが精神科病院への入退

院を繰り返す現象）に対応するためのプログラムとして考案された（Geller 2000）。 

このプログラムの目的は、精神障害をもつ人がその障害の程度にかかわらず自身の意思

にもとづいて地域社会で生活することを支えるところにある8。地域社会での生活において

は、入院生活におけるのと比べてはるかに多様な課題に対応することが必要とされる。した

がって ACT のプログラムは地域生活におけるこうした多様なニーズに包括的に対応するよ

うに組み立てられている。そしてこれを実現するのが精神科医や心理士、看護師、作業療法

士、ピアサポーターなどの多職種から構成されるチームである。このチームがアウトリーチ

によって治療をはじめとする多様な支援を提供することで、精神障害をもつ人の地域生活

支援が行われている。 

 
5．同居者を含むミーティングとその課題 

 
利用者の住居に訪問して支援を提供することは ACT による支援の中心をなすひとつであ

る。こうしたアウトリーチによる支援においては、診察や服薬管理、日常生活支援のほか、

日常生活の課題をめぐる相談や支援計画の立案のためのミーティングなど、様々な支援が

行われている。このような多様な支援のうち、以下で注目したいのは、支援者が訪問先にお

いて利用者とともにその同居者をも参加者としてミーティングをもつことについてである。 

利用者の同居者を参加者としてミーティングを行うことの意義については次のように考

えられる。まず、日常生活の多くの時間を利用者とともにする同居者は、支援に欠かせない

情報を支援者に提供するインフォーマントであるだけでなく、有効な支援を行うためには

その協力が不可欠となる協力者でもある。また、同居者自身が支援者によってケアされるべ

 
7 本稿ではこれ以降、ACT の支援を受ける精神障害をもつ人のことを「利用者」と呼ぶ。 
8 以下における ACT についての記述は、Stein and Santos（1998）と伊藤（2012）に基づく。 
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き存在でもある。精神障害をもつ利用者と同居する者は、利用者の言動に結びついた様々な

トラブルと困難をその日常生活において数多く経験している可能性が高い。したがって支

援者は、利用者に対してだけでなくその同居者に対しても、その心身の状態に配慮し支援を

行う必要があることになる。 

このように家族成員をはじめとする利用者の同居者をミーティングの参加者とすること

には十分な理由がある。しかしその一方で、支援者がこのようなミーティングを行うことの

難しさも容易に推測できる。 

一般的に精神障害の症状の多くは日常生活においては道徳的逸脱として現れる。したが

って利用者とともに暮らすことは、その同居者にとって他にどのような事情があったとし

てもやはり困難の源泉であり続けるはずだ。実際にミーティングにおいても同居者はしば

しば利用者の逸脱的言動を語る。ただし、その語りはたんに利用者の言動を第三者的な立場

から報告するという形になることはなく、むしろ目撃談に似たような形を取っている。目撃

談において語り手は他者の言動について語るが、その語りは、目撃時の語り手自身の言動に

ついての語りに伴われあるいはその中に埋め込まれている。どのような事情でまたどのよ

うに自分がその他者の言動を目撃しここで語るまでに至ったのか、目撃談の語り手にはこ

れを理解可能にすることが求められている9（Sacks [1992]1995: II: 242ff.）。 

同じことは、ここでの利用者の逸脱的言動についての同居者による語りにも当てはまる。

利用者の言動についての語りは、明示的か非明示的かにかかわらず、語り手である同居者が

どのようにしてそれに直面し、どのような経験をしたのかについての語りに伴われ、その中

に埋め込まれている。どのような状況でそれに直面し、それをどのように経験したのか、こ

うした事柄を同居者による語りは含んでいるということである。そして多くの場合そこに

は、利用者の言動のために同居者が経験することになるトラブル（苦労や困惑など）が含ま

れている。 

それではこのような語りが同居者からなされた場合、支援者に求められることは何か。支

援者には、この語りから利用者の状態についての情報を得るだけでなく、それを踏まえて同

居者に共感的態度を示すことも求められていると上に述べた。しかし、もしこのことを支援

者が利用者を前にしながら同居者に対して行わなければならないとしたら、それは容易で

はない。ここで支援者が同居者の経験するトラブルに共感的な態度を示すならば、そのトラ

ブルの源泉である利用者を難しい立場に置くことになるからである。トラブルの語りは利

用者と同居者とを一種の対立的関係のなかに位置づけている（たとえばトラブルの源泉と

トラブルを経験する側、あるいは加害側と被害側のように）。このような関係が喚起されて

いるなかで支援者が同居者に共感を示し連携することは、この対立的関係のなかで支援者

が同居者の側に立つことを含意する。したがって支援者によるこうした共感的反応は、その

ニーズや自己理解、意思などをめぐって本来は耳を傾けられるべきはずの利用者をして孤

立した地位に置き、それらを言葉にする機会を損なってしまうおそれがあるだろう。 

 
9 この論点については浦野（2016, 2017）をも参照のこと。 



精神科訪問支援場面における「媒介された対話」の構造 

 
 

50 

以下では事例にもとづいて、この困難が具体的にどのように現れるのか、そしてそれに支

援者たちがどのような方法を通じて対応しているのか記述する。この作業を通じ、精神障害

をもつ人の声をめぐる困難に対して地域精神医療がその実践において採っている方法のひ

とつ――あらかじめそれを「媒介された対話」と呼んでおく――を明らかにできると考えて

いる。 

 

6．事例 

 
多くの場合、媒介された対話は、同居者が利用者の日常生活における言動を語ることによ

って始まる10。そこで同居者は、利用者の言動について語りはするものの、利用者をその語

りの宛先として語るのでなく、支援者（複数の支援者が参加している場合にはいずれか一

人）を宛先として語る。したがってこの同居者による語りに対して、利用者はこれを聞いて

いながらもその受け手としての反応を示すことはほとんどない。同居者はこのような状態

のなかで利用者の言動をトラブルとして語る。 

断片 1（51頁）は、母親（H）が、同居する息子の Y の言動について語っている部分であ

る11。この場面には Y と H のほか、支援

者として K（ピアサポーター）、S（看護

師、心理士）、M（作業療法士）が参加し、

テーブルを囲んで座っている（図 1）。こ

の断片の直前において、支援者（ピアサ

ポーター）である K が、Y がしばしば「死

にたい」と述べていることに言及する。

これを受けて H は 1行目において、K を

宛先にしながら Y の言動を語り始める。 

1行目において K は H に向けて、H の

息子であり同居している Y の行動の傾向について、付加疑問を付けながら述べる（「けっこ

う((死にたいという発言が Y から))出てきますよね」）。これに応じて 2行目において H は、

「すぐ死-俺は死ぬからお母さんも○○帰れよって言うから」と、Y の発言を直接話法で引

用する（○○は H の故郷の名である）。また、これを述べる際に「すぐ……言うから」と付

け加えていることから、Y がその類の発言を頻繁に行っていることをも述べる。これを受け

て K は 3行目において、H が直前の 2行目において引用した Y による発言である「お母さ

 
10 以下で分析される事例はすべて、東京近郊において ACT のプログラムを実施している事業所による訪

問支援場面のフィールドワークを通じて 2017 年から 2018 年に集められた。このフィールドワークは筆

者の所属機関における研究倫理審査会から承認を得て行われた。またデータの収録については、収録場

面のすべての参加者に対して研究計画と研究方法について説明を行い、これに同意を得たうえで行われ

た。 
11 断片 1 および断片 2 の文字転記記号については、G.ジェファーソンの考案したものに依拠した （Jefferson 

2015）。 

H 

M 

K 

Y 
S 

図 1 
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んも○○帰れ」を、笑いを差し挟みながら復唱する。また、K はこのように復唱しながら、

その視線を H から外し、Y の方へと向けていく。これを受けて Y は 4行目において、少し

笑いながらうつむく。そして 5行目で K は、やはり Y に向けて、「そうなの」と確認の質問

を行う。これに対して Y は 6 行目において、下を向きながら恥じ入っていることを示すよ

うなポーズを作ることで、これを肯定する（図 2）。 

 
断片 1  

01 K： けっこう((死にたいという発言が Yから))出てきますよね=  
02 H： =すぐ死-俺は死ぬからお母さんも○○((Hの故郷))帰れよって言うから  
03 K： ○○帰れ hhhって言うんですか、はは hhhh ((K視線を Hから Yへ))  
04 Y： hhhh            
05 K： そうなの↓ ((Kは Yを見ている))  
06 Y： (2.0) ((下を向きながら、頭を掻く振りをする))   
07 H： で、この前も仕事辞めろって言ってもう電話-   
08 H： 今すぐ電話しろっつうの私に会社に  ((Sは顔をしかめる)) 

09 M： ( . ) ふ:［:::ん 
10 H：      ［後ろにもう立ってるの私がこう回すの=  ((Yは、うつむく)) 

11 K： =会 hh社 hに h電話しろって、 ((Sは Hに向けさらに驚いた顔を示す)) 

12 K： ああ h辞める hって h（［）=    ((Kは、Hを見ながら)) 
13 H：            ［辞めるって私にね  
14 H： 辞めるからって= 
15 K： =そ::::お［なんだ::::］  ((Kは Yの方を向く)) 

16 S：         ［それ、そ］何日？  ((Hに向かって))  
 

その後、H は 7 行目において、ふたたび Y の言動を語り始める。ここで H は、「この前

も」と、曖昧ではあれ具体的時点に言及する発言の形をとることで、今回は Y の言動の傾

向についてではなくその言動の事例について語り始める。また、その際に「も」と付け加え

ることで H は、直前に述べたことと同様の事柄、すなわち自死に結びついた Y による言動

を語ることを予示する。これにもとづいて H は 7行目から 8行目において、Y が H に向け

て行った強要行為を直接話法によって再現する。このとき支援者たち全員は H を見ている

（図 3）。とくに S は、この再現がなされている時に H に向けて顔をしかめ、H が述べる Y

による強要行為に対し、はっきりとした否定的評価を示す（8行目）。そのうえさらに H は

10 行目において、Y がこの強要を行っている状況（H のすぐ後ろに立つことにより、H に

電話をかけさせる様子）について詳しく述べる。この H による Y の行動の記述に対し、S

はやはり H を見ながら驚いた表情を示し、Y の行動に対する否定的評価を示す（図 4）。そ

の一方、ここで記述されている当の Y は、この記述の最中に視線を下に向け、目下の相互

行為から退いていくような姿勢を示す（図 4）。ところで、この H による記述の最中にこれ

に割り込むようにして、12行目において K は、この H の語りについて質問を開始するもの

の、すぐに「ああ」と理解したことを示しながらその理解の内容を敷衍している。なお、こ

のように理解の内容を敷衍するさいに、K はやはり笑いを差し挟んでいる。K によるこの敷

図4 

図 3 

図 2 
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衍を、H は 13 から 14行目で肯定する。そのうえで K は H から視線を外して Y の方へと向

き直りながら、15行目で Y に向けて「そーおなんだー」と述べ、Y に発言順番を割り当て

る。 

 
7．トラブルの語りとモラルワーク 

 
以上のようなやりとりについて、まず同居する母である H による語りに注目したい。そ

の語りがどのように構成されており、何を成し遂げているのか明確にしておきたい。 

断片 1（51頁）において H は、道徳的観点から問題とされうる Y の言動を語っている。

H は 2行目においては、Y による 2 つの発言を、すなわち自殺願望を述べる発言と、H に対

してその故郷である○○へ帰れと命ずる発言とを、それぞれ直接話法によって述べる。その

あと H は 7行目において、Y が H に向けた「仕事を辞めろ」との命令の発言をやはり直接

話法によって述べ、さらに H に対して退職の電話を職場にかけるように強要する Y の振る

舞いを述べている。 

ここで H が述べているのは Y の問題行動である。しかしそのうえでさらに注目しておき

たいのは、H自身がそれを述べる仕方、具体的に言えば H が Y の問題行動をいかなる立場

から述べているかである。H はここで、第三者的な観察者の立場から Y の言動を述べてい

るのではない。むしろ H は、Y の言動によるトラブルを経験した者として、Y の言動を述

べている。たしかにここで述べられている事柄の大半は Y の言動ではある。しかしながら、

そこで述べられているかつての場面において、H は Y の言動による被害者として現れてい

た。したがって H は、こうした被害を被った者という立場から、Y の言動について述べて

いるのである。つまり H はここで「トラブルの語り」を行っているのである（Jefferson and 

Lee 1981）。したがってこの語りにおいて、Y の言動の道徳的問題と H の被ったトラブル経

験とは、ちょうどコインの表裏のような関係にあるものとして位置づけられている。すなわ

ち H は、直截的には Y の道徳的問題を語りつつも、同時に自身の被害を含意することを行

っているのである。 

この点を具体的に確認しよう。H は 2行目において Y の発言を直接話法で引用している

が、これについては 3 つ注目すべきことがある。第一に、この引用にあるように自死の意思

を他者に告げることは、告げられた者を心配させるだろう。さらにそのような重大なことを

「すぐ」、言い換えれば安易にしばしば口にすることは、周囲の者にとって大きな困惑のも

とになるだろう。それとともにこのように「すぐ」と言えるためには、これを言う者（つま

り H）がそのような場面にたびたび直面していることも含意されている。したがってこの発

言の部分は、H が Y によってたびたび困惑させられていることが受け手にわかるように構

成されている。 

第二に、この直説話法で引用されているように、Y がその母親である H に向けて故郷の

地へ帰れと命令することは、H に対して現在の生活を完全に整理するように命令すること
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でもある。したがってこうした H によるこの直接話法の引用からは、Y の言動の理不尽さ

が読み取れるようになっている。 

第三に、このような Y の言動を H が間接話法によってではなく、直接話法の形式で述べ

ることにより、H はその発言にかかわる一連の責任の所在を明確にしている。たしかにこの

場面においてこの発言を再生する「アニメーター」の地位にあるのは H である。しかしそ

の発言の起草者（「オーサー」）と、その発言がなす行為の責任の帰属先（「プリンシパル」）

にあたるのは Y である(Goffman 1981)。直接話法の形式を用いることにより、H はその発言

にかかわる者たちとそれぞれの地位・責任の範囲を明示しているのである。ちなみに、かり

にここで H が間接話法の形式を用いていたとしたら、発言に関わる者たちの地位・責任の

布置はさほど明瞭ではないだろう。なぜなら、間接話法においてはそれぞれの語が誰によっ

て選ばれたのか、すなわち現在の話者によって選ばれたのかそれともかつての話者によっ

て選ばれたのか、受け手に判別することはできないからである。したがって H はここで直

接話法の形式を用いて Y の言動を述べることにより、この道徳的に問題ある言動の責任が

Y にあることを受け手である支援者に対して明示しているのである（Holt 2000）。 

行為の備える道徳的性質を記述の構成方法によって明確にし、したがってときにその性

質を強調しあるいは曖昧にするために人びとが行う実践のことを、P.ドリューは「モラルワ

ーク」と呼んだ（Drew 1998）。Y の道徳的な問題行動について述べる際に H の用いている

以上の 3 つの方法も、このモラルワークである。こうした方法によって H は Y の日ごろの

行動の道徳的な問題のみならず、それとともに自身が日ごろから経験しているトラブルを、

受け手である支援者たちに対して伝えているのである。 

断片 1（51頁）の後半部分についても同様に確認しよう。7行目で H は「この前も」と述

べ、やはり Y の問題行動について具体的なエピソードにもとづいて語ることを予示してい

る。そのうえで H は 7 行目から 8 行目において、「仕事辞めろって言ってもう電話-今すぐ

電話しっつうの私に会社に」と述べる。H と Y の生活の基盤になっている仕事をすぐにや

めるように H に命じる――その意味で理不尽な――Y の発言を、H はやはり直接話法によ

って述べている。これによって H は、この言葉の責任の所在が Y にあることを受け手に明

確に示している。これに続けて H は、この命令をしている時の Y の様子、すなわち電話を

かける H の後ろに立って強要していた様子を述べる。Y の強迫的な様子を述べることでや

はり H は Y の行動のもつ道徳的問題性を強調している。このように断片 1 の後半部分にお

いても、H による Y の言動をめぐるモラルワークを確認できる。 

ドリューによると、モラルワークとは語り手が受け手に対して苦情を述べたり、あるいは

受け手から共感を得るために用いる方法である。そしてこのことは H の語りについても当

てはまる。Y の道徳的問題に起因する自身のトラブルに焦点が当たるように記述を構成す

ることにより、H は支援者たちから共感的反応を、言い換えるならば H の立場に連携する

反応を導き出している（Stivers 2008）。 

 



精神科訪問支援場面における「媒介された対話」の構造 

 
 

54 

8．共感的反応のもたらす課題 

 
支援者が利用者と同居する母親から日ごろの利用者の生活状況を聞き取ることの目的は、

利用者についての情報を収集するためだけでなく、利用者とともに暮らすことからトラブ

ルを経験している彼女を支援者がケアするためでもある。以上において見てきた限りでも、

支援者たちは母親のトラブルの語りに対して共感的に反応していたことがわかる。しかし

その一方で、利用者が同席する場面において、利用者にまつわるトラブルを語る母親に支援

者が共感的反応を示すことは支援者たちにある課題を課している。 

H によるトラブルの語りにおいて語られている事柄の大半は、Y の道徳的問題行動だっ

た。しかしそれは同時に、この問題行動に直面することから H の経験しているトラブルを

語ることでもあった。したがってその語りは、Y と H とを対立的関係（たとえば加害者—被

害者関係）に位置づけている。こうした語りを H が、Y の参加する場面において支援者を

宛先として語ることは、利用者でありしたがって支援者から共感と連携を与えられるべき

Y をして、この場面において孤立させる可能性がある。したがって支援者はこの可能性に対

して何らかの仕方で対応しなければならないはずである。 

どうしてそのように言えるのか、H の語りのもたらしうる 2 つの帰結について触れるこ

とで答えておこう。第一の帰結は、語りのなかでの登場人物たちのあり方やその関係性が、

目下の相互行為場面に参加している当の人物たちに結びつけられ、両者をしてそのあり方

や関係性をこの場面において反復させうるということである（Goodwin, C. 2007）。現在検討

している断片について言えば、H の語りにおける H と Y との対立的関係が、それが語られ

ている場面におけるこの二人の関係へと結びつけられ、この場面において対立的関係を反

復させることがありうるだろう。第二の帰結は、語りにおける登場人物と参加者とのこうし

た結合のため、語りにおける登場人物たちに対して受け手たちの示す評価的反応は、たんに

語りのなかにとどまらず、目下の相互行為場面におけるその人物たちにも向かうことにな

る（Goodwin, M. 1990）。この断片についていえば、支援者たちが、Y の道徳的問題行動をめ

ぐる H によるトラブルの語りに対して共感を示し、彼女に連携することは、この場面にお

ける Y と H との対立的関係において H に荷担することになりうる。 

以上からこのようにいえる。Y をめぐる H によるトラブルの語りは、目下の相互行為場

面においてYとHの対立的関係を再現させる可能性がある。したがってもし支援者たちが、

H の示す Y についての評価に共感的反応を示すならば、それは支援者たちが H の側に立つ

ことを意味することになる。この結果、Y はこの場面において孤立した地位に置かれること

になる。しかし本来ならば Y は支援者から共感と連携を与えられるべき利用者である。し

たがってこのような状態は支援者たちによって何らかの仕方で対処されるべき課題を提起

しているといえるだろう。 

この点を事例において確認しよう。断片 1（51頁）の 8行目において H は、Y による発

言を直接話法で述べる（「今すぐ電話しろっつうの私に会社に」）と、S は H に向けて顔を大
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きくしかめてこれに反応している。ここで S は、退職を強要する Y の言動のひどさに対し

て反応している。またそれとともにこの反応は、Y による強要の被害者である H に対して

共感を示すものでもある。さらに H は 10行目において、その強要を行うときに Y が H の

背後に立って圧力をかけていた状態について述べる。するとやはり S は、驚いた表情をつ

くってこれに反応することにより、この状態を驚くべきものとして評価していることを示

し、それを通して H に対して共感を示している。 

ところで、H によるこのトラブルの語りにおいて、トラブルの源泉として位置づけられて

いる Y はどう反応しているのだろうか。7行目から 8行目にかけて H が Y の発言を直接話

法によって述べている間、Y は H を上目遣いで見ている（図 3）。自身の言動をトラブルの

源泉として語っている H に対し、Y がこれに対峙するような立場を示している。しかし H

が 8行目において Y の言動の記述を続け、それに S が共感を示すと、Y は H に向けたその

視線を外してうつむいていく（10行目および図 4）。H によるトラブルの語りに対して S が

強い共感を示したのを受け、ここでトラブルの源泉として位置づけられている Y は、この

場面からから退いていくような態度を示しているのである。このように Y も、H による語

りのなかに自身と H との対立的関係を読み取り、それを現在の自身に結びつけている。そ

のために S が H に対して連携した反応を示すと、それは当時の自身に対してだけでなく現

在の自身に対しても対立する側に立つことを意味することになる。この結果、Y はこの対立

から退いていくためにうつむいていくのである。 

以上より、利用者によるトラブルの語りが支援者に対して課題を課していることが確認

できたと思う。同居者による利用者にまつわるトラブルの語りは、自身と利用者との対立的

関係を目下の場面において反復させる。したがって支援者がこのトラブルの語りに共感的

反応を示すことは、この場面において利用者の側にではなく、同居者の側に立つことを含意

する。たしかに支援者たちは、同居者のトラブルの語りに共感的反応を示すことは必要とさ

れている。しかしその結果、本来であれば共感的反応を向けられるべき利用者をしてこの場

面において孤立させてしまうことにもなっているのである。 
 
9．反応の分化 

 
この課題に支援者たちはどのように対応しているのだろうか。ここで注目したいのは、も

うひとりの支援者である K の対応である。K は、H によるトラブルの語りに対し、S とは対

照的な反応を示している。 

H が 7行目から 10行目にかけて、Y の強迫的な言動について語ったのち、K は 11行目に

おいて H を見ながら、H が 8行目で述べた直接話法による発言を部分的に引用し（したが

ってそれは Y の発言の再引用でもある）、自身の理解を確認する質問を H に向けて行う。し

かし K はその直後の 12行目で「ああ」と気づきを示し、自身の行った質問に対してその答

えを独力で得たことを示す。この部分について注目したいのは、K がその発言に対して笑い
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を付加しているところである。K はここで Y の発言を引用しつつ笑いを付加することで、

この発言を笑うべきものと評価しているのである。この K の反応に対して、H は 13行目に

おいて、自身の行った直接話法による発言の一部を K に向けて繰り返し述べることにより、

K の示した理解を肯定する。これを受けて K はただちに Y の方へと向き直り、15行目にお

いて「そーおなんだー」と述べる。こうして K は、Y に発言順番を割り当て、H の語った

Y の言動についてみずから述べるよう促していく。 

このような K の反応の作り方にはどのような意義があるのだろうか。2 点ほど指摘でき

る。第一に、S とは対照的に、K は H が直接話法で引用していた Y の発言を、笑いを付け

加えながら繰り返している。ここで K は、自身が Y の言動を笑うべきものと見なす理由を

明らかにしてはいない。しかしその理由はともかく、この笑いによって K は、この場面に

おいて再現されつつある対立的関係から距離を取ることができている。笑いを付加しなが

ら Y の発言を引用することにより、一方で被害者としての H の側に立つことを、そしてま

た同時にこの H に対して Y の側に立って擁護することをも避けているからである。 

第二に、K が Y に対して行っているのは「釣り上げ」という行為である（Pomerantz 1980）。

ここで K は、Y が意図的に行ったと見られる言動について、Y を宛先にして言及している。

言い換えるならば K は、Y がその行為の「プリンシパル」（つまりその行為の責任の帰属先

となる）の地位にあり、したがってそれについて優先的に述べる権利あるいは義務が Y に

あるような事柄について、Y に向けて言及している。しかし K はそうするにとどめ、それ

以上のことを積極的に行ってはいない。つまり K は、Y が次になすべき具体的行為を指定

してはいないのである。以上より、K のここでの発言は釣り上げの行為として、すなわちそ

の宛先となる Y がそれにどのように反応するかを自身の意思にもとづいて決められるよう

に、デザインされている12。 

この 2点から、次のようにいえるだろう。K は、一方において H による Y をめぐるトラ

ブルの語りを踏まえながら、しかし他方においてそれが喚起する H と Y との対立的関係か

ら距離を取りながら、したがって H の語りが喚起する釈明の要請から離れて、その言動に

ついて自由に語る機会を Y に提供しようとしている。 

以上を踏まえると、H によるトラブルの語りが提起している課題に対し、支援者たちはそ

の反応を分化させることによって対応しているといえる。断片 1 においてこのトラブルの

語りに対して共感的反応を示していたのは S だった。これにより、トラブルの語りがその

宛先から求めている情緒的相互性（emotional reciprocity）を作り上げることができている

（Jefferson and Lee 1981: 418）。しかし S によるこの反応は、語りに含まれる H と Y との対

立的関係を通じて自身が S の側に立つことを含意する。これに対して K は笑いを付加した

反応を示すことで、H と Y との対立的関係から離れた観点からの評価を提示する。こうし

てこの対立的関係のレリヴァンスを失効させ、あらためて K は Y に対してその言動につい

 
12 なお、Y はこの釣り上げに対し、その上体を起こして何かを述べようとするそぶりを見せる（15 行目）。

しかし実際には S が 16 行目において H に対して質問を行ったため、その発言は遮られている。 
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て述べる機会を提供している。これによって Y は、一方でトラブルの語りを踏まえつつも、

しかしそれにそなわる対立的関係から離れた仕方でこの場面に参加することが可能になる。 

このように支援者たちは手分けをしてそれぞれ反応を示すことにより、一方においてト

ラブルの語りの語り手に連携しつつ、他方においてトラブルの源泉として記述されている

人物にその対立的関係から離れた形で自身の言動について述べる機会を提供しているので

ある。 

 
10．自身の行為について語る機会 

 
これと同じことは断片 2（58頁）においても確認できる。さらに、この断片では、支援者

たちの反応の分化が利用者にみずからを語る機会を与えるだけでなく、その機会を用いて

利用者が実際に自身の行為について語っていくことが確認できる。 

断片 2 は、断片 1 の内容を H が詳しく語り直す場面である。H は 1行目から 3行目にお

いて、Y に強要されて会社に通話を試みたものの、留守番電話がこれに応じたと述べる。そ

のうえで H は 8行目から 9行目において、かりに会社のスタッフがこの通話を受けていた

とすれば自分が仕事を失っていたかもしれないと嘆く。注目したいのはこれに対する S と

K の反応方法の差異である。 

H が 8 行目から 9 行目において仮想的状況を述べたうえでそのありえた帰結を嘆くと、

それまで H を見ていた Y はうつむいていく（図 5）。これはやはり、H が Y をそのトラブル

の源泉として位置づけており、したがって両者の対立的関係をこの場面に喚起しているこ

とによると思われる。この H の嘆きに対し、S が 10行目において強い相づちを伴わせて共

感的反応を示す。この反応はまた、S が、H と Y との対立的関係において H の側に立つこ

とを含意する。しかしその他方で K は、断片 1 におけるのと同様に対照的な反応を示して

いく。K は 11行目において、笑いを含ませながら、付加疑問とともに H の述べた内容を定

式化する（「hh っお母さんも電話したんですね hh っ.hhhh っ」）。H は 12行目でこれに応え、

その理由（Y に強要されたため）を述べる。K は 15行目においてこれに納得したことを示

しつつ、またその途中で Y の方へと向き直り、16行目において Y に向けて、その行為が怖

いものであるとの自身の評価を示す（図 6）。しかしこのような評価をしながら、K はすぐ

さま 17行目において、Y に向けて笑いを付け加えていく。このように K はやはり、一方に

おいて H のトラブルの語りを受け止めつつ、しかしそれに含まれる対立的構造のレリヴァ

ンスを笑いによって失効させることをも行っている。そのうえで K は、Y に順番を割り当

て、自身のなした言動について述べる機会を与えているのである。ここでも確認できるの

は、支援者たちがその反応を分化させることにより、一方において Y をめぐる H によるト

ラブルの語りに連携しつつ、しかしその対立的関係のレリヴァンスから離れて Y に自身の

言動について語る機会を与えようとしていることである。 
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断片 2 

01 H： ただいま電話に出ることが出来ませんって，こう::= 
02 K： =留守電みたいになった= 
03 H： =留守電で、で、も::電話置いたんですよ 
04 S： ((大きく相づち)) 
05 M： うん 
06 H： もし:::、いて:::(1.3) 
07 Y： は［あ:::::    ((Yはその視線を Hへ向ける)) 

08 H： ［仕事辞めますって、言えばほら、私が言えばもお、 
09 H： どうなっちゃうんだろうって［思って、］ほら=    ((Yがうつむく))  
10 S：                            ［う::::::::ん］   ((Sつよく相づちしながら)) 

11 K： =hhっお母さんも電話したんですね hhっ.hhhhっ   ((Kは、Hを見て、笑いながら)) 

12 H： だってもぉ［やんないともう後ろで 
13 M：        ［おお:::: 
14 H： 立ってる［んだもん私が］やるまで． ((Yうつむく)) 
15 K：         ［ああ::::::::::::::::::］     ((K、視線を Yへ向ける)) 
16 K： 怖いよそれ    ((K、Yを見ながら))  
17 K： ふふっ［hh、ふふっ hh   ((Kは、いぜんうつむく Yを見ながら)) 
18 Y：       ［いや::: 
19 M： ふぅ:::［:::ん？  
20 Y：    ［やる-  
21 Y： やるからぁ   ((Yは Kを見ているが、Kは下を見る)) 
22 Y： (.9) ((Yは、右手を揺らし、Kの視線を獲得しようとする)) 

23 Y： なんかこぉ::::  (( Yは、Kの視線を獲得する)) 
24 K： (1.)あの-なんか来るんじゃないかと思うじゃん、働くから  ((Yと Kが向き合う)) 
25 M： 働くか［ら- 
26 K：      ［お母さんが働くから 

 
こうした K による媒介の行為は、Y に対し、H によるトラブルの語りのなかで語られて

いた自身の行為について、説明する機会を与えている（18行目以降）。そこでは、母親に仕

事を辞めろと強要した際に Y がもっていた信念が語られている。支援者の訪問時に母親が

仕事で外出していることは支援者に対して失礼である、そのために母親に仕事を辞めるよ

うに求めた。Y はこのような内容の信念を K に向け、またその相づちに伴われながら明ら

かにしていく13。 

 
11．媒介された対話と声の問題 

 
以上において、精神障害をもつ人に対する訪問支援場面において生じうるひとつの課題

に注目し、この課題がいかなる構造のもとに現れ、支援者たちがこれにいかなる方法によっ

て対応しているのかを、精神障害をもつ利用者と同居者、支援者を参加者とするミーティン

 
13 以上では、支援者たちが対立的関係のなかにもかかわらず利用者に語る機会を確保するための方法につ

いて検討してきた。他方、この機会にもとづいて始められた語りに対し、支援者たちがどのような方法

で関わっているのかについては、今後の検討課題としたい。 

図5 

図 6 
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グ場面を事例としながら記述してきた。 

同居者による利用者の言動をめぐる語りは、利用者についての情報を支援者に与えると

ともに、その生活において日ごろから同居者の経験しているトラブルを伝えるものでもあ

りうる。したがってこの語りは、支援者に対しこれに共感的な態度を示すことを求めてい

る。しかしこれに応じることは、このトラブルの語りにそなわる同居者と利用者との対立的

関係における同居者の側に荷担することを含意する。さらにこれが利用者を前にして語ら

れているために、そうした共感を示すことは、目下の場面における両者の対立的関係のなか

で、同居者の側に荷担してしまうおそれがある。そしてこの荷担は、やはり目下の場面にお

ける対立的関係を介してこの場面における利用者への非難となりえ、したがってここでの

利用者の語る機会を強く制約することになりうる。 

ここには、たしかに微細なものかもしれないが、障害をもつ当人の声を抑圧しかねないよ

うな状況を見ることができる。そしてこのような可能性に対して支援者たちが行っていた

のは、その反応を分化させることで、一方で同居者に共感を示すとともに、他方で対立的関

係の制約から離れて利用者に自身の行為について語る機会を与えることだった。このよう

にして支援者たちは、その対立的関係ゆえに直接的には困難な、利用者と家族成員との間の

対話を媒介していたのである。 

この媒介された対話を通し、利用者は一方で自身の言動が生活を共にする他者にとって

いかなる道徳上の帰結を与えているのかについて向き合うことになるだろう。そしてそれ

だけでなく、その言動がいかなる理由のもとでなされたのかを言葉にしていくこともでき

るだろう。たしかにそのための作業は障害のために困難が伴うかもしれない。しかし媒介さ

れた対話を通じて開かれた自由度の高い語りの可能性は、障害をもつ当人に対してその行

為の理由について声に出し、それを理解可能な言葉にしていこうと試みるための機会を提

示しているということができるだろう。 

このように考えると、この支援者たちの採っていた方法はきわめて道徳的なものである

ことがわかる。道徳的な逸脱として出現する精神障害の症状に対し、ゴフマンの記述した医

療者たちはそれを医学モデルに依拠しながら脱道徳化していた。こうした対応は、道徳的制

裁から離れて治療を行うためのものだった。しかしその一方で、それは障害をもつ人たちを

対象へと位置づけ、この人たちから自身を語る機会を奪う結果をもたらしていた。これとは

対照的に、地域精神医療における支援者たちは、一方で道徳的制裁から距離を取りながら

も、しかし他方でこの人びとを道徳的関係性のなかに繋ぎ止めようと試みている。それを通

じて精神障害をもつ人たちが、自身について語られるのを聞きながら、それを踏まえまたそ

れにもかかわらず自身について語る機会を確保する、そのようなことが目指されている。 

こうした目的に向けて、たしかにこれまでにも様々な支援方法が考案され、示されてきた。

しかし、それと部分的に重なりつつもそれとは別の仕方で、支援の具体的状況のそのつどの

要請に応じながら培われてきた様々な方法が実践の現場においてすでに数多く蓄積されて

きているはずである。本稿はそのような方法のひとつを記述してきた。 
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